
　　四国地方整備局入札監視委員会第二部会は、本年度第１回定例会議を

　下記のとおり開催しました。

　　審議は、四国地方整備局（港湾空港関係）が平成２７年１月から平成２７年

　３月までに発注した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物

　品の製造等の中から委員が無作為に抽出した４件の入札 ・契約手続に関す

　る事項について行いました。

　　その審議概要は別添のとおりです。

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　記　　　　　　　　　　　　　　　記

   　 開催日 平成２７年６月１０日（水）

　    会　場 高松サンポート合同庁舎　７階会議室

   　問い合わせ先
   　　　 高松市サンポート３番３３号    電話　087-851-8061（代表）
　　　　　四国地方整備局入札監視委員会事務局

技術審査官　　　三　野　真　治 （内線６２１６）
経理調達課長 　兼　井　政　勝 （内線６３１１）
品質確保室長 　近　藤　 　　徹 （内線６４１３）

平 成 27 年 7 月 3 日
四 国 地 方 整 備 局

四国地方整備局入札監視委員会第二部会の審議概要について



別添

　　　四国地方整備局　入札監視委員会第二部会第１回定例会議　審議概要

開催日
及び場所

平成２７年６月１０日（水）　高松サンポート合同庁舎７階会議室

委員 部 会 長  関谷　利裕（弁護士） 敬称略

（部会委員委 員  國村　   年（香川大学大学院准教授） 委員は５０音順

３名） 委 員  末永　慶寛（香川大学教授）

審議
対象期間

平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日契約分

総件数　４件（工事１件、建設コンサルタント業務等２件、役務の提供等及び物品の製造等１件）　

入札方式               件     名 契約の相手方
契約金額
（千円）

 入札
 者数

落札率
（％）

工事 一般競争入札
方式
（政府調達協
定適用対象外
工事）

撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改
良工事(その４)

五洋建設(株)四国
支店

241,164 4 90.89

一般競争入札
方式

備讃瀬戸北航路(-19ｍ)潜水探査
日本ジタン(株)徳
島営業所

14,364 1 99.48

一般競争入札
方式

松山港外港地区航行安全対策業
務(その３)

(公社)瀬戸内海海
上安全協会

5,292 1 99.39

役務の提
供等及び
物品の製
造等

一般競争入札
方式

船舶(海面清掃兼油回収船)｢みず
き｣修理

石田造船(株) 26,622 2 100

①指名停止の運用状況

②談合情報等の対応状況

③再度入札における一位不動状況

④低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況

委員からの意見質問、それに対する回答等

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし

備　　考
　

（注）プロポーザル方式においては、「入札者数」は「技術提案書の提出者数」である。

審議した案件の入札手続きは、適切に処理さ
れている。（審議内容は別紙のとおり）

審議案件

建設コン
サルタン
ト業務等

報告事項



別紙　委員からの意見・質問、それらに対する回答等

１．抽出案件の審議概要

（１）工事　一般競争入札方式（政府調達適用対象外工事）

意見・質問 回　　　　　　答

撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事(その４)

　１者が辞退しているが、なぜ辞退したと考えられる
か。

　推測だが、他工事の受注により技術者が配置出来
なくなった等の理由が考えられる。

（２）建設コンサルタント業務等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

備讃瀬戸北航路(-19ｍ)潜水探査

　発注等級がＡ等級である根拠は何か。 　契約業者取扱要領により、「測量調査」は予定金
額５００万円以上がＡ等級となっている。

　この業務を行える業者数は何者か。 　実績を調査した結果、２２者であった。

（３）建設コンサルタント業務等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

松山港外港地区航行安全対策業務(その３)

　落札業者の技術提案を高く評価した理由は何か。 　この業者は、外港地区の航行安全で、重要な事項
について記述をしていたので高く評価した。

　この業務を行える業者数は何者か。 　実績を調査した結果、１１者であった。



（４）役務の提供等及び物品の製造等　一般競争入札方式

意見・質問 回　　　　　　答

船舶(海面清掃兼油回収船)｢みずき｣修理

　入札価格と予定価格が倍程度乖離しているが、要
因は何か。

　推測だが、エンジンは開けないと実際の修理箇所
がわからない点、また、冷暖房装置の取り替えには
付属的な作業内容が多い点などの不確定要素が多
いため、業者が入札価格に余裕を見過ぎたとのでは
ないかと考えられる。

　見積合わせの回数制限はあるのか。 　工事・建設コンサルタント業務等は２回までと定め
られているが、役務の提供等及び物品の製造等に
対しては、回数の限度は定められていない。



２．指名停止の運用状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

３．談合情報等の対応状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

４．再度入札における一位不動状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

５．低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし

６．再苦情処理について
意　見　・　質　問 回　　　　　　答

・特になし


